
 

 

議員提出議案第１８号 
 

大阪市の区域における特別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、 
正常な大阪府・大阪市特別区設置協議会の速やかな開催を求める決議案 

 
 本案を別紙のとおり提出する。 
                             平成２６年７月２５日 
大阪市会議長 床 田 正 勝 様 
 
 提 出 者 
  青 江 達 夫   待 場 康 生   明 石 直 樹   土 岐 恭 生 
  北 野 妙 子   西 川 ひろじ   柳 本   顕   福 田 賢 治 
  田 中 ひろき   山 中 智 子   井 上   浩 
──────────────────────────────────────── 

（別 紙） 
大阪市の区域における特別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、 
正常な大阪府・大阪市特別区設置協議会の速やかな開催を求める決議 

 
 大阪府・大阪市特別区設置協議会（以下「協議会」という）については、大阪府議会及
び大阪市会における協議会規約の議決を経て平成２５年２月に設置され、知事及び市長並
びに両議会の議長を含めた推薦議員各９人の計２０人を委員として協議を始め、真摯な議
論を重ねてきた。協議会規約に定める両議会議員の委員への推薦に当たっては、議会全体
の意思を反映させるため、全会派が一致して、会派比率により割当てを行ってきたところ
である。 
 しかし、協議会会長が、両議会から推薦した議員の一部の発言について一方的に「規約
違反」と断定し、代表者会議や協議会における検証も行われないまま、同会長から平成 
２６年６月２４日には府議会議長に、２５日には市会議長に、委員推薦の再検討が要請さ

れるに至った。 
 府議会では、議会運営委員会において、これまで会派比率により、公明、自民及び民主
に割り振られていた委員枠を全て維新に割り当てることが強行された。一方、本市会は、
市会運営委員会において、府議会推薦の議員が会派按分に戻るまでの間は、現委員は全員
いったん引き揚げるとともに、一人の議員も推薦しないものと決したところである。 
 また、両議会では「協議会委員の推薦手続に関する条例の制定」を求め地方自治法に基
づき臨時会招集請求がなされたにも関わらず、知事・市長は地方自治法に反し、臨時会を
招集することはなかった。結果として、会長を除く協議会の委員は規約上、知事、市長、
府議会議員及び市会議員の計１９人をもって充てると規定されているのに対し、実際は、
知事、市長及び府議会議員８人の計１０人となり、規約に定める要件を満たしていない状
態となっている。維新以外の会派を排除し、該当区域の市会議員が一人もいないこの状況
には、特別区設置協定書案に対して意見を述べる権能を有する総務大臣も「正常な状態で

ない」との認識を示されている。異常な状況を幾重にも重ね、７月３日の第１４回協議会
以降、わずか４回の協議を経て、７月２３日の第１７回協議会において特別区設置協定書
（案）の採決を強引に行った。 
 よって大阪市会は、地方自治法違反、協議会規約違反のもとでの協議会で作成された特
別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、会派比率により両議会から推薦された議員
によって構成される正常な協議会の速やかな開催を求める。 
 以上、決議する。 
 
平成２６年７月  日 

大 阪 市 会 


